
福智町明るい選挙推進協議会

柴田 鐵男 会長
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Interview
「身の回りの生活と政治は密接につながっています。」

「若者の意見を政治に反映させたい」という意向で、選挙権が
引き下がりました。「選挙は自分に関係ない」と思いがちですが
視野を広げて見ると、政治と日常生活は密接につながっていま

す。「分からない」ではなく、自分に近い意見を持
つ人や政党を選び、社会を良くするにはどうす

ればいいか関心を持たないと、
皆さんの生活は良い方向に向か
いません。また、せっかく投票
所に行っても、書き違いなどで、

２割近く無効投票があります。「清
き一票を入れるんだ」という強い気持
ちを持って、政治に参加してください。

期日前投票をスムーズに！
入場券の裏に「宣誓書」が記載され
ていますので、事前にご自宅など
で必要事項を記入していただくと、
スムーズに期日前投票が行えます。

【投票時間】７月10日日

満 18 歳以上（平成 10 年７月 11 日生まれまで）で、
平成 28 年３月 21 日までに福智町に転入手続きをし、
引き続き福智町に住民基本台帳の登録がある人。

期間▶６月23日木 ～７月９日土
時間▶８時 30 分～ 20時
場所▶金田保健センター（金田駅裏）

▶投票会場には、事前に送られてくる　「はが
　き（投票所入場券）」を持参してください。

▶投票所は入場券に記載しています。ご自身
　の投票所をよく確認してお越しください。
▶入場券をなくしたり、忘れたときは、　投票
　時に本人確認書類（運転免許証など）を持
　参し、投票所受付係まで申し出てください。
▶選挙人と投票所内に同伴できる子どもは幼
　児まででしたが、範囲が拡大され、18 歳
　未満の人までが投票所内に入ることがで
　きるようになりました。ただし、投票所内
　の秩序を乱さないよう、状況に応じて対処
　する場合がありますので、ご了承ください。

思いも投票権も、持ってるだけでは、何も変わらない。
「一票を投じる」というアクションこそが、この国の明日を変えるー。

問 福智町選挙管理委員会 
　 ☎ 22-0555（代表）

午前７時～午後８時

参議院議員通常選挙第
24
回

【投票できる人】

【期日前・不在者投票】

※ 選挙権年齢が 18 歳以上に引き下がります。

選挙権年齢が 18 歳以上に。

18 歳のわたしたちも

投票に行きます！

18歳選挙権
７月の参院選は、高３の一部が投票へ

平
成
28
年
７
月
１
日

（金）

改正公職選挙法が施行され、選挙権年齢が「18歳以上」に
引き下げられます。選挙権年齢の変更は70年ぶり。７月10
日投開票の参議院議員選挙では、18歳の
誕生日を迎えた高校３年生の一部が投票で
きるようになります。若い世代に、未来の
日本を決める政治参加が求められています。

選挙の基本

Ｑ１いつまでに 18 歳の誕生日を

迎えていれば、投票できるの？

選挙権年齢が「18 歳以上」に
引き下げられて、初の国政選
挙が７月10日の参議院議員
選挙。有権者になれるのは、
投票日の翌日までに 18 歳の
誕生日を迎える人です。

参議院議員は任期が６年で、３年ごとに
半数が改正。「選挙区」と「比例代表」の２
つの方式で選びます。「選挙区」は都道府
県単位で、有権者は立候補者名を、今回
は薄い黄色の紙に書いて投票します。

「比例代表」は全国を１つの選挙区として
行われ、候補者名か政党名のどちらかを
白い紙に書きます。

Ｑ２ 参院選はどういう仕組み？

Ｑ３
当日は７時から 20 時まで投票
できます。当日に予定があっ
て投票できない場合は、「期日
前投票」の制度を利用しましょ
う。公示日（選挙期日の告知日）
の翌日から投票日の前日までの
間、朝８時 30 分から 20 時ま
で投票することができます。

投票日は部活があるので投票

に行けません。どうすればいい？

参院選では選挙区

と比例代表の２枚

書くんだ！

Ｑ４ 情報はどうやって

集めればいいの？

政党や、候補者の政策が記載された
「選挙公報」が各家庭に配布されます。
テレビやラジオでは候補者などが意
見を交わす「政見放送」があります。
また政党や候補者の多くがウェブサイ
トやブログを開設するほか、SNS、動
画共有サービスなどでも発信します。

ネットで簡単に

チェックできる

から便利だね！

期日前は６月23日

から７月９日まで。

これなら行けそう！

誕生日があと１か月

早かったらな…。

私も行きたかった！
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 check!

【投票所】

×                   赤池支所 →
　　　　　　　　　  ▶赤池地区、市場地区

コスモス保健センター

第１投票所／金田保健センター▶金田地区、神崎地区
第２投票所／方 城 中学 校▶伊方地区（一部除く）
第３投票所／方　城　支　所▶弁城地区、伊方地区の一部
第４投票所／上 野 小 学 校▶上野地区
第５投票所／場所が変更になりました。


